
 

         日 薬 情 発 第 6 5 号 

令 和 ６ 年 ７ 月 ８ 日 

 

都道府県薬剤師会 会長殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  岩 月  進 

（ 会 長 印 省 略 ） 

 

 

第十八改正日本薬局方第二追補の制定等について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、厚生労働省医薬局長から別添のとおり通知がありまし

たのでお知らせいたします。 

「日本薬局方の一部を改正する件」（令和６年厚生労働省告示第238号）が

令和６年６月28日に告示され同日より適用されることとなりました。また、

これに伴い、医薬品製造販売承認申請等の取扱いが示されております。 

つきましては、貴会関係者にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

＜別添＞ ※いずれも令和６年６月 28 日付け 

1. 第十八改正日本薬局方第二追補の制定等について（厚生労働省医薬局長

より・医薬発 0628 第９号） 

2. 第十八改正日本薬局方第二追補の制定に伴う医薬品製造販売承認申請

等の取扱いについて（同医薬品審査管理課長より・医薬薬審発 0628 第

４号） 








































